
「
通
知
」
（
一
）

学
校
は
「
標
準
」
を

超
え
て
い
る

こ
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
は
、
多
く
の
学
校
で

文
科
省
が
決
め
た
「
標
準
授
業

時
数
」
（
以
下
「
標
準
」
と
略

す
）
を
上
回
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

■
小
学
校
五
年
生
の
年
間
授
業

時
数
（
平
均
）
は
１
０
４
０
時

間
で
す
。
当
時
の
「
標
準
」
は

９
８
０
時
間
で
、
今
は
中
学
校

と
同
じ
１
０
１
５
時
間
で
す
。

現
在
の
「
標
準
」
か
ら
み
て

も
２
５
時
間
上
回
っ
て
い
ま
す
。

■
中
学
校
一
年
の
年
間
授
業
時

数
（
平
均
）
１
０
６
１
時
間
で

す
。

「
標
準
」
は
１
０
１
５
時
間
な

の
で
、
４
６
時
間
上
回
っ
て
い

ま
す
。

「
通
知
」
（
二
）

体
制
な
き
計
画
は

実
施
せ
ず

調
査
結
果
を
ふ
ま
え
て
文
科

省
の
「
通
知
」
は
、

①
『
我
が
国
の
将
来
を
担
う
子

供
た
ち
の
教
育
は
教
師
に
か
か
っ

て
お
り
，
上
述
の
授
業
時
数
の

実
績
は
，
教
師
が
崇
高
な
使
命

を
持
っ
て
授
業
を
実
施
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
』

と
の
中
央
教
育
審
議
会
（
中
教

審
）
答
申
を
引
用
し
て
、
教
職

員
の
「
奮
闘
」
を
高
く
評
価
し

て
い
ま
す
。

②
そ
し
て
さ
ら
に
、

『各
学
校
の
指
導
体
制
を
整
え
な

い
ま
ま
標
準
授
業
時
数
を
大
き

く
上
回
っ
た
授
業
時
数
を
実
施

す
る
こ
と
は
教
師
の
負
担
増
加

に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
，
こ
の
よ
う
な
教
育
課
程
の
編

成
・実
施
は
行
う
べ
き
で
は
な
く･

･･･

』と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
指
摘
は
、
ま
さ

に
今
の
学
校
や
教
職

員
の
実
態
を
あ
ら
わ

し
て
い
ま
す
。

本
務
と
し
て
の
授
業
以
外
に
、

「
人
」
の
支
援
が
ほ
ぼ
な
い
ま

ま
、
次
々
に
新
た
な
「
業
務
」

を
行
っ
て
い
る
現
状
は
、
ま
さ

に
文
科
省
が
言
う
「
指
導
体
制

を
整
え
な
い
ま
ま
」
に
該
当
す

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

「
通
知
」
（
三
）

不
測
の
事
態
も
考
慮

さ
ら
に
「
通
知
」
は
、

『標
準
授
業
時
数
を
踏
ま
え
て
教

育
課
程
を
編
成
し
た
も
の
の

災
害
や
流
行
性
疾
患
に
よ
る
学

級
閉
鎖
等
の
不
測
の
事
態
に
よ

り
当
該
授
業
時
数
を
下
回
っ
た

場
合
，
下
回
っ
た
こ
と
の
み
を
も
っ

て
学
校
教
育
法
施
行
規
則
に

反
す
る
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
，
災
害
や
流
行
性
疾
患
に
よ

る
学
級
閉
鎖
等
の
不
測
の
事
態

に
備
え
る
こ
と
の
み
を
過
剰
に
意

識
し
て
標
準
授
業
時
数
を
大
幅

に
上
回
っ
て
教
育
課
程
を
編
成

す
る
必
要
は
な
い
。
』

と
断
言
し
て
い
ま
す
。

様
々
な
災
害
等
を
経
て
出
さ

れ
た
こ
の
「
通
知
」
に
は
、
子

ど
も
、
生
徒
や
教
職
員
の
実
態

が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

「標
準
」へ
の回

復
を
基
準
に

泉
北
の
あ
る
教
育
委
員
会
は
、

授
業
時
数
の
回
復
基
準
を
「
標

準
」
に
し
て
い
ま
す
。

逆
に
、
「
例
年
並
み
の
授
業

時
数
の
確
保
」
と
称
し
て
、

「
標
準
」
を
上
回
る
時
数
確
保

を
暗
に
示
唆
し
て
い
る
教
育
委

員
会
も
あ
る
と
聞
き
ま
す
。

そ
れ
は
、
例
え
ば
７
時
間

授
業
実
施
時
に
も
、
ず
い
ぶ
ん

と
実
態
が
違
い
ま
す
。

子
ど
も
、
生
徒
の
実
態
に
あ
っ

た
教
育
課
程
の
編
成
が
今
こ
そ

大
切
で
す
。

№２１７７ 泉北教育 ２０２０年７月 ６日 （２）

泉 北教 組に加 入し て子ど もと教 育を 守ろう ！

「
臨
時
休
校
」
二
か
月
分
以
上
の
授
業
を
回
復
し
よ
う
と
、

各
市
町
、
各
校
で
様
々
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

文
科
省
が
昨
年
４
月
に
、
「
教
育
課
程
の
編
成
（
＝
学
校

の
授
業
時
数
と
時
間
割
を
決
め
る
こ
と
）
」
に
つ
い
て
の
調

査
（
平
成
29
年
度
分
）
を
発
表
し
た
「
通
知
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
通
知
」
は
、
今
進
ん
で
い
る
「
授
業
時
数
確
保
」

の
中
で
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
す
。

「
文
科
省
で
さ
え
無
理
し
な
く
て
い
い
」
旨
の
こ
と
を
言
っ

て
い
ま
す
。

通 知
文 科 省

「授業時数の回復」
についての

高石市教委の回答

①教育課程の編成権
は学校にあります。

②学校ごとに授業時
数の回復に取り組ん
で頂いて結構です。

③授業時数回復の方
法や期間については、
保護者に対して説明
責任が果たせるもの
にしてください。
【組合から一言】「高石市立の学校は責任もって実

施しています」と市教委から保護者に言って下さい。

■小学校の標準授業時数
４年生以上

１０１５時間
■中学校の標準授業時数
すべて

１０１５時間


